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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取り外し可能なヘッド部を有するタイプのアンプルを開封するための再利用可能な手持
ち式の装置であって、
　使用時に手で保持される本体部であって、前記アンプルの前記ヘッド部の少なくとも一
部分をその内部に受容する空洞と、前記空洞のうち当該本体部の一端側に位置する入口の
近傍の内壁面に形成された環状の溝部とを有する本体部と、
　前記本体部における前記溝部内に配置され、前記ヘッド部が前記空洞内に挿入された後
に、当該ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に保持する保持具と、
　前記空洞内に保持された前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとともに当該ヘッド部
を前記空洞から排出する排出機構とを具備し、
　前記保持具は、力を加えない時の最大寸法が前記ヘッド部の最大幅の部分よりも小さく
て弾性的に拡大可能な開口部を含み、弾性材料からなるＯリングの形態で弾性的に伸長可
能な環状の機構であり、
　前記保持具は、前記ヘッド部が前記空洞内に挿入された場合に少なくとも前記ヘッド部
の最大幅の部分が前記開口部を通過し、かつ、前記ヘッド部が当該保持具を通過すること
で前記保持具が拡大してから、前記ヘッド部の最大幅の部分の下側にて自動的に収縮して
前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に解放可能に保持するように、前記本体部
に設置され、
　使用時に、（ａ）前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に保持する前記本体部
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と、（ｂ）前記アンプルの残りの部分と、の相対的な移動によって、前記ヘッド部は、前
記アンプルの残りの部分から取り外し可能であり、
　前記取り外されたヘッド部が、前記排出機構に接触するとともに前記排出機構によって
前記空洞から排出されることで当該装置の再利用が可能である
　装置。
【請求項２】
　前記保持具の外周面と前記環状の溝部の内周面との間に空間が形成されるように前記環
状の溝部の内径は前記保持具の外径よりも大きく、前記環状の溝部内で外側に伸長可能で
ある
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記排出機構は、前記本体部内にて移動可能な長尺部材を有し、
　前記長尺部材は、前記空洞内に保持された前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとと
もに前記保持具の作用に抗して前記ヘッド部を前記空洞から排出するように、手動で操作
される
　請求項１または請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記長尺部材は、前記本体部内の前記空洞の入口に向けて弾性的に付勢され、前記空洞
の前記入口の中心に概ね位置合わせされた軸を有し、
　更に、前記長尺部材は、前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとともに前記ヘッド部
の取り外し後に当該ヘッド部を前記空洞の入口に対して中央部に保持するようになされた
凹部を端部に有する
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記本体部は、概ね、長尺な円筒状の形状である
　請求項１から請求項４の何れかに記載の装置。
【請求項６】
　前記本体部は、軸方向の各端部に空洞を有し、一端部の空洞は、他端部の空洞とはサイ
ズが異なる
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記本体部の外周面は、前記本体部が軸周りに自由に回転しないように、軸に沿って長
手方向に伸びる平坦な部分を有する
　請求項５または請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　取り外し可能なヘッド部を有するタイプのアンプルを開封するための再利用可能な手持
ち式の装置であって、
　前記アンプルの前記ヘッド部を受容する空洞と、前記空洞のうち当該本体部の一端側に
位置する入口の近傍に形成された環状の溝部とを有する略円筒状の本体部と、
　力を加えない時の最大寸法が前記ヘッド部の最大幅の部分よりも小さい開口部を有し、
弾性的に伸長可能なＯリングとを具備し、
　前記Ｏリングは、前記本体部における前記溝部内に配置され、前記ヘッド部が前記空洞
内に挿入された場合に、少なくとも前記アンプルにおける前記ヘッド部の前記最大幅の部
分が前記開口部を通過できるように前記溝部内で外側に伸長し得るように、力を加えない
状態で前記溝部の内径よりも小さい外径を有し、
　前記Ｏリングは、前記ヘッド部が当該Ｏリングを通過することで拡大してから、前記ヘ
ッド部の最大幅の部分の下側にて自動的に収縮し、
　前記ヘッド部を収容する前記本体部と前記アンプルの残りの部分との間の相対的な移動
によって前記ヘッド部が前記アンプルの残りの部分から取り外された後、前記ヘッド部は
、前記Ｏリングによって前記空洞内に保持され、
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　前記本体部内にて移動可能な長尺部材を更に具備し、前記空洞の入口に向けてバネによ
り弾性的に付勢され、前記長尺部材が、前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとともに
前記Ｏリングを介して前記ヘッド部を前記空洞から排出するように手動で操作されること
で当該装置の再利用が可能である
　ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　取り外し可能なヘッド部を有するタイプのアンプルを開封する方法であって、
　前記ヘッド部を最も高くした状態で前記アンプルを第１の手に保持し、
　（i）下端部にて前記アンプルの前記ヘッド部を受容する空洞、および、前記空洞の入
口の近傍の内壁面に形成された環状の溝部と、（ii）前記溝部内に配置され、前記ヘッド
部が前記空洞内に挿入された後に前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に保持す
る保持具であって、力を加えない時の最大寸法が前記ヘッド部の最大幅の部分よりも小さ
くて弾性的に拡大可能な開口部を含み、弾性材料からなるＯリングの形態で弾性的に伸長
可能な環状の機構である保持具と、（iii）当該アンプル開封器の内部で移動可能な長尺
部材と、を有するアンプル開封器を、親指を最も高くした状態で他方の手に保持し、
　少なくとも前記ヘッド部の最大幅の部分が前記開口部を通過し、かつ、前記保持具が、
前記ヘッド部が内部を通過することで拡大してから、前記ヘッド部の最大幅の部分の下側
にて自動的に収縮して前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に解放可能に保持す
るように、前記アンプルの前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に挿入し、
　前記ヘッド部を内部に保持する前記アンプル開封器と前記アンプルの残りの部分との相
対的な移動を発生させることで、前記ヘッド部を前記アンプルの残りの部分から取り外し
、
　前記空洞内に保持された前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとともに前記保持具の
作用に抗して前記ヘッド部が前記空洞から排出されるように前記長尺部材を手動で操作す
ることで当該装置を再利用し得る
　方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンプルを開封するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アンプルは、皮下注射用の液体などの医療物質の保管のために一般的に利用される小型
の容器である。通常のアンプルは、物質を収容する中空の本体と、狭いネックと、本体よ
りも容量が小さくてネックよりも断面が広い頂上部すなわちヘッド部とを有する。ヘッド
部と本体とは、通常は、ネック内の通路を介して液体が通過する状態にある。
【０００３】
　アンプルをネックにて破断することでヘッド部を本体部から取り外すと、本体部の内容
物へのアクセスが可能となる。そして、内容物は、注射器の針をネック内の経路を介して
挿入するとともに内容物の一部または全部を注射器に吸引することで、本体部から便利に
抽出され得る。
【０００４】
　利用者の親指同士が接近するように、一方の手の親指とひとつまたは複数の指とで本体
を保持し、他方の手の親指とひとつまたは複数の指とでヘッド部を保持し、ネックにてア
ンプルを折ることで、アンプルは開封され得る。しかし、この方法でアンプルを開封する
と、ヘッド部が意図せずに破砕した場合には特に、鋭利なガラス片で利用者が負傷するこ
とになる。アンプルの開封には、アンプルのヘッドに対する指の圧力の調整や、特に動作
を反復した後の前腕の疲労や、ヘッドの安全な廃棄という別の問題もある。
【０００５】
　アンプルを開封する利用者の負傷を避けるために、アンプルの開封中に利用される保護
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カバーが提案されている。米国特許第４，４０５，０６９号には、変形可能な可撓性の一
対のリップ部（好ましくは耐破断性の可撓性プラスチックで形成される）を持つアンプル
破断器が開示されている。リップ部がアンプルヘッドと把持中の利用者の指との間の保護
バリアとして役立つように、一対のリップ部の間にアンプルヘッドが配置される。これで
負傷の問題は軽減されるが、利用者は、ヘッドをリップ部内に保持し、アンプルヘッドの
破損や危険なガラス片の発生が無いように、ヘッドに対する指の圧力を依然として調整し
なければならない。アンプルの開封が繰返し実行される場合、利用者は、依然として、疲
労の繰返しに苦しまされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４，４０５，０６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した不都合や問題のひとつまたはそれ以上を解決または改善し、または、有用な代
替案を少なくとも提供する、アンプルの開封のための装置および方法を提供することが、
本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ひとつの広い形態において、本発明は、取り外し可能なヘッド部を有するタイプのアン
プルを開封する装置を提供する。この装置は、
　前記アンプルの前記ヘッド部の少なくとも一部分を受容する空洞を有する本体部と、
　前記ヘッド部が前記空洞内に挿入された後に、当該ヘッド部を少なくとも部分的に前記
空洞内に保持する、前記本体部上の保持手段とを具備し、
　前記ヘッド部を少なくとも部分的に内部に保持する前記本体部と、前記アンプルの残り
の部分との相対的な移動によって、前記ヘッド部は、前記アンプルの残りの部分から取り
外され得る。
【０００９】
　本発明によれば、利用者は、ヘッド部を手で本体部内に保持する必要がない。すなわち
、ヘッド部がアンプルの残りの部分から取り外されるとともに、ヘッド部は保持手段によ
って内部に保持される。更に、ヘッド部は、後述のように意図的に排出されるまで、保持
手段によって内部に保持される。取り外されたアンプルヘッドの排出後に、装置は再利用
され得る。
【００１０】
　ひとつの形態において、前記保持手段は、力を加えない時の最大寸法が前記ヘッド部の
最大幅の部分よりも小さくて拡大可能な開口部を有する。前記保持手段は、前記ヘッド部
が前記空洞内に挿入される時に、少なくとも前記ヘッド部の前記最大幅の部分が前記開口
部を通過するように、前記本体部に設置される。前記保持手段は、前記ヘッド部が当該保
持手段を通過することで拡大してから、前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に
解放可能に保持するように、前記ヘッド部の最大幅の部分の下側にて自動的に収縮する。
【００１１】
　前記保持手段は、好ましくは、弾性材料からなるＯリングのような、弾性的に伸長可能
な環状の機構である。Ｏリングの弾性によって、異なるサイズのアンプルヘッドに利用す
ることが可能となる。
　保持手段は、４個のローブを持つ（four-lobed）Ｏリング（クアッドリングとして知ら
れることもあるタイプ）や、弾性を持つ可撓性のワッシャのような、別の形態をとり得る
。
　Ｏリングは、好適には、前記本体部内の前記空洞の入口に近い環状の溝部内に少なくと
も部分的に位置する。
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【００１２】
　別の形態において、前記保持手段は、前記本体部内の前記空洞の入口の周囲に配置され
て前記空洞の前記開口部を画定する複数の指部を有する。作動手段は、第１位置と第２位
置との間で移動可能であって、第１位置においては、前記ヘッド部の最大幅の部分が前記
開口部を介して前記空洞内に通過することが可能となるように前記複数の指部が径方向の
外側に向けて自由に移動し、第２位置においては、前記ヘッド部の最大幅の部分の下側に
て前記複数の指部が窄まることで前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に保持す
る。
　前記作動手段は、前記本体部に沿って軸方向に移動可能なカラー部材の形態をとり得る
。
【００１３】
　本発明のアンプル開封器は、好ましくは、前記アンプルの前記ヘッド部を前記空洞から
排出する機構を更に具備する。この排出機構は、好ましくは、前記本体部内で移動可能な
長尺部材であり得る。前記長尺部材は、前記空洞内に保持された前記アンプルの前記ヘッ
ド部に接触するとともに前記保持手段の作用に抗して前記ヘッド部を前記空洞から排出す
るように、手動で操作される。
　更に好ましくは、前記長尺部材は、前記本体部内の前記空洞の入口に向けて弾性的に付
勢される。この付勢力は、好ましくは緩やかな力である。
　長尺部材は、好ましくは、前記空洞の前記入口の中心に概ね位置合わせされた軸を有し
、前記アンプルの前記ヘッド部に接触するようになされた凹部を端部に有する。この方式
で、凹部は、前記ヘッド部の取り外し後に、当該ヘッド部を前記空洞の入口に対して中央
に保持する。これによって、取り外されたヘッド部分を保持手段の作用に抗して空洞から
排出することが補助される。
【００１４】
　以上の構成は、ヘッド部を容易に取り外すための理想的な押圧ポイントも提供する。ア
ンプルを垂直に保持するとともにヘッド部を折るために本体部をテコとして動かすと、ヘ
ッド部の下端点におけるひとつの側面と、ヘッド部の上端点における反対側の側面とに圧
力が発生する。この結果として、必要となる力が小さい理想的なテコの作用が生じる。
【００１５】
　一般的には、アンプル開封器の本体部は、概ね、長尺な円筒状の形状であり、その一端
部に空洞を有する。これによって、利用者が、自身の手を、親指が最も高くて小指が空洞
の端部に向く姿勢とした状態で、本体部をテコの作用に利用することが可能となる。更に
は、既存のアンプル開封器にて必要となる方法よりも人間工学的な方法で使用されるから
、手首への負担を減らす結果となる。
　本体部は、好ましくは、長さが少なくとも３ｃｍであり、更に好ましくは、長さが少な
くとも８ｃｍとされる。
【００１６】
　前記本体部の外周面には、前記本体部が軸周りに自由に回転しないように、軸に沿って
長手方向に伸びる平坦な部分が設けられ得る。
【００１７】
　前記本体部には、軸方向の各端部に空洞を設けてもよく、一端部の空洞は、他端部の空
洞とはサイズが異なる。
【００１８】
　本発明の別の形態において、保持手段と排出機構とは、ひとつの機構として形成され、
排出機構は、アンプルヘッド部の保持を保持手段に止めさせることで機能する。
【００１９】
　本発明のそのようなひとつの形態において、アンプル開封器の本体部は、第１の側部材
と、前記第１の側部材に対して移動可能な第２の側部材とを有する万力型（vice-like）
の機構を含む。この形態において、空洞は、前記第１および第２の側部材の間の空間で形
成され、第１および第２の側部材は、ヘッド部をその空間内に挿入し易くするように、離
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れる方向に移動可能である。前記保持手段は、前記ヘッド部が前記アンプルの残りの部分
から取り外された後に、両者間の前記空間内に前記ヘッド部を保持するように、前記第２
の側部材を前記第１の側部材に向けて付勢する機構を有する。
【００２０】
　アンプルの開封中に第２の側部材が第１の側部材から大きく離れる方向に移動すること
を妨げるための制限機構が設けられ得る。制限機構は、第１および第２の側部材の間にヘ
ッド部を挿入する動作によって無効となり得る。
【００２１】
　好適には、前記本体部は、ピストル型の形状とされ、ハンドルを一端に有するとともに
前記万力型の機構を他端に有する。本体部には、手動で作動される解放機構も設けられ得
る。解放機構は、前記保持手段による付勢に抗して前記側部材が相対的に移動することを
可能にすることで、前記アンプルのヘッド部を前記万力型の機構から解放するとともに重
力下での落下を可能にする。
【００２２】
　本体部には、視認可能な目印を外側に設けてもよい。当該目印は、使用時に、脆弱な領
域の角度位置を示すアンプル上の目印に対して位置合わせされる。
【００２３】
　別の広い形態において、本発明は、取り外し可能なヘッド部を有するタイプのアンプル
を開封する方法を提供する。この方法は、
　前記ヘッド部を最も高くした状態で前記アンプルを第１の手に保持し、
　前記アンプルの前記ヘッド部を受容する空洞を下端部に有するアンプル開封器を、親指
を最も高くした状態で他方の手に保持し、
　前記アンプルの前記ヘッド部を少なくとも部分的に前記空洞内に挿入し、前記アンプル
開封器は、前記ヘッド部が前記空洞内に挿入された後に、前記ヘッド部を少なくとも部分
的に前記空洞内に保持する保持手段を有し、
　前記ヘッド部を内部に保持する前記アンプル開封器と前記アンプルの残りの部分との相
対的な移動を発生させることで、前記ヘッド部を前記アンプルの残りの部分から取り外す
。
【００２４】
　好ましくは、前記アンプル開封器は、内部で移動可能な長尺部材を含み、前記方法は、
前記空洞内に保持された前記アンプルの前記ヘッド部に接触するとともに前記保持手段の
作用に抗して前記ヘッド部が前記空洞から排出されるように、前記長尺部材を手動で操作
するステップを更に含む。長尺部材は、典型的には、他方の手の親指でその上方を押下す
ることで操作される。
【００２５】
　本発明がより容易に理解されて実施され得るように、ひとつまたは複数の形態を、単な
る例示として、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】アンプルを開封する装置のひとつの形態の概略的な縦断面図である。
【図２（ａ）】図１の装置における本体の縦断面図である。
【図２（ｂ）】図１の装置における解放機構要素の縦断面図である。
【図３（ａ）】図１の装置に挿入されつつあるアンプルを示す。
【図３（ｂ）】装置に部分的に挿入されたアンプルヘッドを示す。
【図３（ｃ）】装置に挿入されたアンプルヘッドを示す。
【図４（ａ）】アンプルの開封の直前にアンプルが挿入された装置を示す。
【図４（ｂ）】アンプルの開封の直後における装置とアンプルとを示す。
【図５（ａ）】装置内に保持された取り外し済みのアンプルヘッドを示す。
【図５（ｂ）】装置からの解放／排出の直後における取り外し済みのアンプルヘッドを示
す。
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【図６（ａ）】図４(a)に概ね対応し、アンプルの開封中に利用者の手がとり得る第１の
姿勢を概略的に示す。
【図６（ｂ）】図４(b)に概ね対応し、アンプルの開封中に利用者の手がとり得る第２の
姿勢を概略的に示す。
【図７（ａ）】アンプルを開封するための装置の別の形態の概略的な縦断面図である。
【図７（ｂ）】アンプルを開封するための装置の別の形態の概略的な縦断面図である。
【図７（ｃ）】アンプルを開封するための装置の別の形態の概略的な縦断面図である。
【図８（ａ）】さらに別の形態の概略的な縦断面図である。
【図８（ｂ）】さらに別の形態の概略的な縦断面図である。
【図８（ｃ）】さらに別の形態の概略的な縦断面図である。
【図９（ａ）】アンプルを開封するための装置の更に別の形態の平面図である。
【図９（ｂ）】図９(a)の形態の中央縦断面図である。
【図１０（ａ）】図９(a)に対応し、アンプルが挿入された別の位置にある装置を示す。
【図１０（ｂ）】図９(b)に対応し、アンプルが挿入された別の位置にある装置を示す。
【図１１】図９(b)および１０(b)に対応し、装置からのアンプルヘッドの排出を示す。
【図１２】図９から１１の形態の変形例における概略的な中央縦断面図である。
【図１３】図９から１１の形態の更なる変形例における概略的な中央縦断面図である。
【図１４（ａ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１４（ｂ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１４（ｃ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１４（ｄ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１４（ｅ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１４（ｆ）】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作を概略的に示す。
【図１５】図９から１３に図示されたタイプの装置の操作時における利用者の指の姿勢を
示す。
【図１６（ａ）】異なるサイズのアンプルを収容してアンプルを開封する装置の形態を示
す。
【図１６（ｂ）】異なるサイズのアンプルを収容してアンプルを開封する装置の形態を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１を参照すると、１で概略的に示される装置は、アンプルの開封用であり、収容スペ
ース（本実施形態では空洞１１の形をとる）を第１端部に有する略円筒状本体１０として
本実施形態では設けられた本体部と、本実施形態ではプランジャ２０として設けられた解
放機構とを具備する。
【００２８】
　装置１は、概ね空洞１１の開口部（すなわち、略円筒状本体１０の第１端部）に設けら
れ、本実施形態ではＯリング３０の形をとる少なくともひとつの保持部材を更に具備する
。プランジャ２０は、略円筒状本体１０の中央の孔１２内に保持され、本実施形態では、
つる巻バネ４０の形をとる弾性部材によって、略円筒状本体１０の第１端部に向けて付勢
される。
【００２９】
　特に図２(a)を参照すると、略円筒状部材１０が縦断面で示されている。孔１２は、略
円筒状であり、空洞１１と略円筒状本体１０の第２端部との間にわたる。この孔は、略円
筒状本体１０の第１端部に概ね面する表面を持つ環状の肩部１３と、肩部１３と略円筒状
本体１０の第２端部とにわたる狭い孔区間１２aとを設けるために、空洞１１から間隔を
あけた位置で狭くなっている。
【００３０】
　空洞１１は、略円筒状本体１０の第１端部にて開口する。略円筒状本体１０の第１端部
に近接して、環状の溝１４が、Ｏリング３０を収容および保持するために、その空洞の内
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壁面に設けられる。Ｏリング３０の内径（非伸長時）は、空洞１１の開口部の直径よりも
かなり小さく、したがって、空洞を少し塞ぐことが理解されるであろう。Ｏリングの外径
（非伸長時）は、環状の溝１４の直径よりも充分に小さい。Ｏリングは、アンプルヘッド
が内側を通過することで大きく伸びるように充分な弾性を持ち、溝１４の寸法はそのよう
な伸長をし易くする。
【００３１】
　略円筒状本体１０は、本実施形態においては、第１端部に、外部フランジすなわちカラ
ー（collar）１５も有する。これによって、アンプル本体の破断した上面への接触から利
用者の手を保護することができ、略円筒状本体１０のうち幅広でない部分の断面形状に対
応した孔を有するラック内に装置を（逆向きの状態で）保管することを可能とする幅広の
便利な領域も設けられる。図１に見られるように、略円筒状本体１０は、カラー１５の近
くに、マーキング、すなわち目印１６を有する。
【００３２】
　目印１６の利用については後述する。
【００３３】
　図２(b)を参照すると、プランジャ２０は、長尺な略円筒状の軸２１を具備し、その第
１端部（下端部）は、長尺な略円筒状の軸２１の半径よりも半径が大きい同軸の円筒状の
アンプルヘッド接触部２３となっている。軸２１の第２端部（上端部）は端部２２であり
、操作部とみなされ、使用時に利用者の親指で操作される。
【００３４】
　アンプルヘッド接触部２３は、軸２１に接合されている上面肩部２４を備え、アンプル
ヘッド接触部２３の下面には凹部２５を更に備える。凹部２５は、アンプルヘッドの一部
を受容して接触する形状である。
【００３５】
　図１に示すように、装置は、組立てられると、プランジャ２０がほぼ円筒状本体１０の
内部にある状態に設置される。バネ４０は、軸２１の一部の周囲に装着され、ほぼ孔１２
内に位置する。バネは、円筒状本体１０の肩部１３とプランジャの肩部２４との間で少し
縮められ、円筒状本体１０の第１端部に向けてプランジャ２０を緩やかに付勢する。しか
し、Ｏリング３０（または他の保持部材）によって、プランジャ２０のアンプルヘッド接
触部２３が空洞１１から出ることは妨げられる。
【００３６】
　図３(a)，３(b)および３(c)は、装置１内へのアンプル５０の一部の挿入を示す。アン
プル５０は、本体５１とネック５２とヘッド５３とを有する。アンプル５０は、開封のた
めに刻みやその他の方法で弱められた領域５４をネック５２上に備え、弱められた領域５
４の角度位置を示すための目印５５（通常は塗料や顔料のドットの形をとる）を備える。
【００３７】
　図３(a)は、装置１に接近したアンプル５０を示す。プランジャ２０は、円筒状本体１
０の第１端部に向けて（したがって、Ｏリング３０にも向けて）緩やかに付勢され、Ｏリ
ング３０に接触している。Ｏリングは、ほぼ平衡（equilibrium）で非伸長の状態にある
。本体上の目印１６は、利用者によって、アンプル上の目印５４と位置合わせされ、これ
によって、アンプルヘッド５３が装置１内にある状態でも、弱められた領域５４の位置が
利用者に明らかとなり、アンプル５０をきれいに開封するための適切な方向に開封のため
の力を作用させることが支援される。
【００３８】
　図３(b)は、アンプルヘッド５３が空洞１１内に挿入されているときのアンプル５０と
装置１とを示す。Ｏリング３０は、アンプルヘッド５３における最大幅の部分が内部を通
過することで伸びる。アンプルヘッド５３は、アンプルヘッド接触部２３の凹部２５に接
触する。プランジャ２０は、円筒状本体１０の第２端部に向けて移動し、アンプルヘッド
５３から作用する力で円筒状本体１０の第１端部から離れる。バネ４０は、部分的に縮め
られる。
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【００３９】
　図３(c)は、アンプルヘッド５３が空洞１１内に挿入された状況を示す。Ｏリング３０
は、平衡の（または平衡に近い）サイズに収縮し、アンプル５０のネック５２をほぼ包囲
する。アンプルヘッドの下部はＯリング３０に係合し、アンプルヘッド５３が空洞１１か
ら出ることを妨げる抵抗が、Ｏリングの弾性で付与される。バネ４０で付勢されているプ
ランジャ２０は、アンプルヘッド５２との接触を維持し、アンプルヘッド５２の底部をＯ
リング３０に接触した状態に維持する緩やかな力を付与する。その付勢力は、図３(c)に
矢印ＢＦで示されている。
【００４０】
　図４(a)および４(b)は、アンプル５０を破断すなわち開封するために装置１を操作する
好適な方法を概略的に示す。図４(a)に示すように、アンプル本体５１は、図６を参照し
て後に詳述されるように、ほぼ直立した状態で利用者の第１（通常は左）の手に好適に保
持され、装置１は、利用者の他方（通常は右）の手に保持される。開封の力をアンプルヘ
ッドに加えてアンプル５０をネック５２にて破断するために、装置１は、アンプル本体５
１に対して相対的に移動させられる。更に詳細には、図示された形態においては、プラン
ジャ２０における凹部２５の接触領域２６がアンプルヘッド５３の上部に接触し、空洞１
１の内壁の接触領域１７がアンプルヘッド５３の下部に接触する。図４(a)および４(b)に
矢印で示されるように力が好適に加えられ、これによって、アンプルネック５２の弱めら
れた領域５４に張力が作用する。第１の手の舟状骨（または親指）側を上方にして、第１
（例えば左）の手で、アンプル本体５２をほぼ垂直な方向に保持し、第２の手の舟状骨（
または親指）側を上方にして、第２（例えば右）の手で、装置１をほぼ垂直な方向に保持
している利用者によって、この力は、手動で容易に加えられる。開封動作は、過度の疲労
や不便を防ぎ、開封中にアンプルを直立の位置に保持することを可能とし、アンプルの内
容物をこぼす危険性を低減する、自然な動作に相当する。
【００４１】
　図４(b)に示すように、アンプルが開封された後、アンプルヘッド５３は、利用者がア
ンプルヘッド５３の排出を希望するまで、空洞１１内に維持され、付勢されたプランジャ
２０とＯリング３０との間に静かに保持される。このように、アンプルヘッド５３は、意
図的に排出されるまで、有効かつ自動的に装置１内に維持される。
【００４２】
　図５(a)および５(b)は、アンプルヘッドを例えば鋭利物の安全な容器６０に排出するた
めに装置１を操作する好適な方法を概略的に示す。図５(a)に示すように、プランジャ２
０は、円筒状本体１０の第１端部に向けて緩やかに押される。この力は、軸２１の第２端
部を操作する利用者の親指によって容易に加えられ、特に前述の手の姿勢（図６(a)およ
び６(b)を参照して更に記述される）で付与され得る。プランジャ２０をＯリング３０に
押付けることで、バネ４０によって加えられる力よりも充分に大きい力で、アンプルヘッ
ドの下部がＯリングに押付けられる。これによって、アンプルヘッドの通過が可能となる
程度に充分にＯリング３０が変形すなわち伸長する。図５(b)に示すように、アンプルヘ
ッドは、容易に、意図的に、かつ、予測どおりに、鋭利物の適切で安全な容器６０内に排
出され得る。アンプルヘッドがいったん排出されると、プランジャ２０は、平衡の位置で
、Ｏリング３０（再び非伸長の状態になる）に対して静止する。容易、意図的かつ予測ど
おりにアンプルヘッドを鋭利物の安全な容器に排出することは、好ましい形態における重
要で安全な特徴である。
【００４３】
　装置１の操作中における利用者の手の好適な姿勢が図６(a)および６(b)に概略的に図示
されている。図６(a)に示すように、利用者は、第１の手の舟状骨（または親指）側を上
方にして、第１（左）の手で、アンプル５３をほぼ垂直な方向に保持する。このように第
１の手の親指６１と人差し指６２とがアンプル５３の頂上の方にあり、中指６３と薬指６
４と小指６５とが順次に下方に位置する（薬指６４と小指６５とは通常はアンプルの下方
にあり、アンプルに接触しないため、破線で示されている）。利用者は、第２の手の舟状
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骨（または親指）側を上方にして、第２（右）の手で、装置１をほぼ垂直な方向に保持す
る。このように第２の手の親指７１と人差し指７２とが装置１の頂上の方にあり、中指７
３と薬指７４と小指７５とが順次に下方に位置する。手の方向を示すために指先のみが図
示されているが、利用者は装置（および／またはアンプル）の保持に手の全体を利用して
もよく、これらの物体を指先のみで保持することが、必ずしも推奨または希望されるもの
でないことは、理解されるべきである。
【００４４】
　第２の手の親指７１は、望まれるならば、図６(b)に図示されるように、開封動作中に
プランジャ２０上に配置してもよいが、この場合には、親指によって作用する力が意図せ
ずにプランジャを軸方向に移動させないように注意する必要がある。しかし、装置を保持
する手や手の指の大きなモーメントを必要とせずに、また、不自然で困難な手の姿勢を必
要とせずに、アンプル５０の開封後に、親指を、アンプルヘッドの容易な排出が可能とな
るようにプランジャ２０に向けて容易に移動させ得ることは、理解されるであろう。
【００４５】
　図６(a)および６(b)に図示されるように、利用者は、装置１の右側に存在し、自身の前
方に装置とアンプルとを直接かつ中央に保持していると考えられる。利用者の右手は、図
示のように、親指７１と指７２，７３，７４，７５とが観者に向かって（紙面の外側に）
突出した状態で、装置１の背後に位置する。利用者の左手は、図示のように、親指６１と
指６２，６３，６４，６５とが観者から遠くに向けて（紙面内に）突出した状態で、アン
プルの前方に位置する。
【００４６】
　図示された手の方向は、垂直方向の長尺状の物体を各手に保持するのに自然な方向であ
り、自然な腕の姿勢に繋がることが理解されるであろう。対照的に、手の親指または舟状
骨側を下方にした状態に上方の手を維持すると（アンプル本体を一方の手で垂直に保持す
るとともにアンプルヘッドを他方の手の親指と人差し指との間に保持したアンプル開封処
理にて必要となるように）、肘が上昇した無理のある腕の姿勢になる。幾つかの従来の技
術のアンプル開封装置を使用すると、利用者が困難の少ない姿勢を実現するためには、ほ
ぼ垂直以外の方向にアンプルを向ける必要があり、開封時にアンプルの内容物をこぼす可
能性が増えることになる。
【００４７】
　Ｏリング（ただし、異なる構成が使用され得る）のような１個以上のアンプルヘッド保
持部材を設けることが望ましく、それらがアンプルヘッドを保持する作用は、開封動作中
におけるアンプルヘッドの保持のために装置の外部からアンプルに作用するグリップの圧
力を必要としないことが理解されるであろう。これによって、親指と人差し指をアンプル
ヘッドの近く（何れかの側面上）に配置する必要が無くなり、装置のうちアンプルヘッド
が保持される部分を、手のうちの比較的に弱い尺骨側で保持することが可能となる。この
ように、本装置は、自然で無理のない「サムアップ（thumb up）」ポジションの手で保持
され得る。利用者の手の幅とほぼ同じ長さの装置本体を利用することで、アンプルのてこ
の作用が実現され、利用者の手を装置本体の周囲に無理なく密着させることが可能となり
、開封動作中にアンプルネックを両手の近く（両手の間）に配置することが可能となる一
方で、本体の第２端部から延びるプランジャ（排出機構）の一部に対する容易なアクセス
が維持される。以上の理由から、装置の本体は、約５ｃｍと約１５ｃｍとの間の長さであ
ることが望ましく、さらに望ましくは、約８ｃｍから約１２ｃｍの間の長さとされる。
【００４８】
　Ｏリングには非常に弾力があるから、比較的に広い範囲にわたる直径のアンプルヘッド
が、装置内に収容および保持され得るという更なる利点がある。これによって、広い範囲
にわたるサイズのアンプルをひとつの装置の利用で開封することが可能となる（従来から
待望されてきたように、装置が非常に狭い範囲のサイズのアンプルに制限されるよりも望
ましい）。
【００４９】
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　多くの変形が可能であることは理解されるであろう。例えば、空洞は、開封動作中に空
洞の壁面の一部がアンプルヘッドの上部に接触および作用するように成形され得る。現在
のところ、好適な実施形態においては望ましい特徴と考えられるが、装置が略円筒や略対
称である必要は必ずしもない。好ましい実施形態において、本体は金属で形成される。本
体は、鋳型や旋盤で形成された鋼やアルミニウムであり得る。別の形態において、本体は
、適切なプラスチックから成形（モールド）される。
【００５０】
　別の態様１００が図７(a)，７(b)および７(c)に図示されている。装置１００は、小型
のアンプルヘッド１５０を収容する小型の空洞１１１を一方の端部に形成し、大型のアン
プルヘッド１５１を収容する大型の空洞１１２を他方の端部に形成する本体１１０を具備
する。空洞１１１には小型の保持部材１３０が付随し、空洞１１２には大型の保持部材１
３１が付随する。これによって、サイズが広い範囲にわたる複数のアンプルにひとつの装
置１００を利用することが可能となる。本体１１０の内部で移動可能なのは、排出部材１
２０である。排出部材１２０は、大型の空洞１１２（図７(a)に示される）または小型の
空洞１１１（図７(c)に示される）からアンプルヘッドを排出するために、利用者の親指
が操作部１２１に接触することで操作される。操作部１２１は、排出部材１２０の軸に対
してほぼ垂直に伸び、本体１１０の軸上の中央部におけるスロット１１３を介して突出す
る。図７(b)は、排出部材１２０の中間の位置を図示する。
【００５１】
　装置２００の形態をとる別の変形例が図７(d)に図示されている。この形態は、ひとつ
の排出部材を持つのではなく、各々が保持部材２３０および２３１に向けてそれぞれ付勢
される第１および第２の排出部材２２０ａおよび２２０ｂを備える点を除いて、形態１０
０に類似する。これによって、アンプルヘッドをより予測どおりに接触させることや、ア
ンプルヘッドの排出に先立って排出部材と保持部材との間にアンプルヘッドをより予測ど
おりに保持することが可能となる。図示された形態においては、バネなどの弾性部材２４
０によって、排出部材２２０ａおよび２２０ｂの間に付勢力が付与される。しかし、任意
の適切な代替の機構が利用され得る。
【００５２】
　保持部材は、Ｏリングや或る程度の固有の弾性を持つ類似の要素（クアッドリング（qu
ad ring）や可撓性のワッシャなど）であることが現段階では好ましいが、Ｏリング以外
の保持構成も利用され得る。
【００５３】
　プランジャ以外の排出機構も採用され得る。
【００５４】
　例えば、他の形態においては、幾つかの分割された保持部材が、本体部内の空洞の周囲
に角度上の間隔をあけて設けられる。バネで内向きに付勢され、空洞の内壁面の小さい複
数の窪み内に設置された複数の小型のボールベアリングが利用され得る。
【００５５】
　ひとつの形態（３００で概略的に示されるとともに図８(a)から８(c)に図示される）は
、複数の分割された保持部材を備え、そのうちのひとつが示されている。
【００５６】
　保持部材は、概ね凹部３１４内に位置する弾性的な可撓性の保持要素３３１の形態をと
る。可撓性の保持要素３３１の第１の端部は、凹部３１４内の固定の位置にあり、第２の
端部３３４は、アンプルヘッド受容スペース３１１内に弾性的に突出し得るように設けら
れて、アンプルのヘッドに接触する。
【００５７】
　可撓性の保持要素３３１における突出部３３５は、装置３００の外側に突出する。軸方
向に移動可能なカラー（collar）は、円筒状部材３２１の形態をとり、装置の本体部３１
０における円筒状の外周面の周囲に広がり、突出部３３５に接触しない非動作位置（図８
(a)に図示される）と、突出部３３５に接触する動作位置との間で移動可能である。
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【００５８】
　円筒部材３２１が突出部３３５に接触すると（図８(b)および８(c)に図示されるように
）、第２の端部３３４がアンプルヘッド受容スペース３１１内に突出するように、可撓性
の保持要素３３１が内側に押される。この構成においては、図８(a)，(b)および８(c)や
装置１に関する前掲の記載の参照から明らかとなる方法で、可撓性の保持要素３３１（よ
り正確には、複数の可撓性の保持要素の組合せ）がアンプルヘッドを受容および保持する
。
【００５９】
　円筒状部材３２１が突出部３３５に接触しない場合（図８(a)に図示されるように）、
可撓性の保持要素３３１における第２の端部３３４は内側に押されず、アンプルヘッド受
容スペース３１１内には概ね突出しない。
【００６０】
　装置３００を利用するために、利用者は、まず、円筒状部材３２１を動作位置（図８(b
)および８(c)に図示される）に移動し、アンプルヘッドを挿入するとともに装置１につい
て前述したようにアンプルを分断することで、装置を操作する。アンプルヘッドは、アン
プルの残りの部分から取り外された後、ひとつまたは複数の可撓性の保持要素３３１によ
ってアンプルヘッド受容スペース３１１内に保持される。
【００６１】
　アンプルヘッドを排出するために、利用者は、装置３００をほぼ直立の方向に保持し、
本体部３１０を円筒状部材３２１に対して下方に移動する。これは、手のひらや手の１本
以上の指で円筒状部材３２１を保持するとともに、同じ手の親指で本体部３１０の上面部
３１２を下方に押すことで容易に実現される。これによって、可撓性の保持要素３３１は
、図８(a)に示すように非動作位置に戻り、これによって、アンプルヘッドは、もはや保
持されなくなって、アンプルヘッド受容スペースから重力によって落下する。
【００６２】
　本体部３１０に対する円筒状部材３２１の軸上の移動は、例えば本体部３１０の迫出し
部（abutment）３１５，３１６によって制限される。
【００６３】
　摩擦または迫出し部のような手段が、非動作位置に押されるように特に操作された場合
を除いて、円筒状部材３２１を動作位置に保持するのに役立つように設けられ得ることが
理解されるであろう。代わりに、または加えて、円筒状部材３２１を動作位置に移動させ
る操作を利用者が実行する必要が無いように、また、積極的な排出動作が使用時に付与さ
れるように、円筒状部材３２１は、動作位置に向けて付勢され得る。
【００６４】
　本実施形態において、排出機構は、１個以上の保持要素による少なくとも一部分と、適
切に操作された場合にアンプルヘッドがもはや保持部材によってアンプルヘッド受容スペ
ースに保持されなくなるように１個以上の保持要素に作用する（または作用を止める）装
置の他の部分とで、実現されることが理解されるであろう。
【００６５】
　更なる実施形態が図９(a)から１１に図示され、４００で概略的に示される。装置４０
０は、本体部（本実施形態においては概ねピストル型の本体４１０）を具備する。装置４
００は、アンプルヘッドを受容するための開口部４１１を画定する拡大部４１２を第１の
端部に有し、本体４１０の約半分の長さにわたるハンドル部４４０を第２の端部に有する
。略中央部４５０は、ハンドル部４４０と拡大部４１２との間に設けられて両者を連結す
る。
【００６６】
　装置４００は、本実施形態においては本体４１０から分離して形成されてアンプルヘッ
ド係合要素４３４の形態をとる、少なくともひとつのアンプルヘッド保持部材を更に有す
る。アンプルヘッド係合要素４３４と拡大部４１２の壁面４１５に位置するアンプルヘッ
ド係合部４１４との間にアンプルヘッドが把持され得るように、アンプルヘッド係合要素
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４３４は、開口部４１１内で移動可能である。
【００６７】
　装置４００は、本実施形態では解放要素４２０として設けられたアンプルヘッド解放機
構（所望の時点でアンプルヘッドの排出を可能にする）を更に有する。解放要素４２０は
、アンプルヘッド係合要素４３４に連結され、アンプルヘッド係合要素４３４を拡大部４
１２に対して移動させるために、中央部４５０に対して移動可能である。解放要素４２０
は、中央部４５０における空洞４５２内に部分的に位置する。解放要素４２０は、本実施
形態では空洞４５２内に位置するつる巻バネ４５７の形態をとる弾性部材によって、アン
プルヘッド係合部４１４と壁４１５とに向けて付勢される。解放要素４２０は、中央部４
５０の頂上面から上方に突出するとともに解放要素４２０を所望のように移動するために
使用され得る操作部４２２を備える。操作部４２２は、利用者の手がハンドル部４４０に
て装置を保持している場合に、手の親指での操作にとって適切な位置にある。
【００６８】
　アンプルヘッド５３は、アンプルヘッド係合要素４３４とアンプルヘッド係合部４１４
との間に挿入され、アンプルヘッド係合要素４３４と解放要素４２０とが、アンプルヘッ
ド係合部４１４から僅かに離れるようにアンプルヘッドによって押されることが理解され
るであろう。アンプルヘッド上の目印５５（アンプルネックの弱い部分の位置を示す）が
、装置４００上の概ね側面の中央の位置に設けられた目印４４６に合うように、アンプル
ヘッド５３は好適に挿入される。そして、アンプルヘッド５３は、図１０(a)および１０(
b)に示すように、解放要素４２０に作用する付勢力によって、アンプルヘッド係合要素４
３４とアンプルヘッド係合部４１４との間に保持される。
【００６９】
　アンプル本体５１および装置４００の双方は、使用中に、手における尺骨または小指側
よりも高い舟状骨または親指側で好適に保持されることが理解されるであろう。アンプル
は、装置４００とアンプル本体５１との相対的な回転で開封され得る（例えば図１０(b)
に大きい矢印で図示された方向）。そして、アンプルヘッド５３は、図１１に図示される
ように、アンプルヘッド係合要素４３４が後退させられるまで保持される。この後退は、
装置を保持する手の親指を使って操作部４２２を拡大部４１２から離れる方向にスライド
させることで、利用者によって容易に達成され得る。
【００７０】
　開封動作の実行中に、アンプルヘッドからの反力によって、アンプルヘッド係合要素４
３４がアンプルヘッド係合部４１４から離れる方向に過度に後退すると、開封動作が妨げ
られまたは止められ得る。そのような不適切な後退を防ぐために後退制限機構が設けられ
得る。
【００７１】
　バネ４５７によって加えられる付勢力は、装置の外形と、アンプルヘッド係合要素４３
４およびアンプルヘッド係合部４１４の間にアンプルヘッド５３が密着するようになされ
た両者の外形の形成とに相俟って、開封動作中にアンプルヘッド係合要素４３４がアンプ
ルヘッド係合部４１４から不適切に後退することを防ぐのに充分となり得る。この場合、
不適切な後退を防ぐための更なる後退制限機構は不要であり、その装置は、図１３に図示
されるように形態６００の形をとり得る（図９(a)から１１の形態と類似するが、以下に
説明する後退制限機構を持たない）。後退制限機構が必要ならば、図９(a)から１１に示
されるような機構が設けられ得る。
【００７２】
　図９(a)から１１に図示されるように、解放要素４２０の下側には、下方に突出する複
数のラチェット状（ratchet-like）の歯部４４２が設けられる。ラチェット状の歯部４２
２は、空洞４５２の底面上に設けられて上方に突出する１個以上のラチェット状の歯部４
５５と相互に作用するようになされる。下方に突出するラチェット状の歯部４２２が上方
に突出する１個以上のラチェット状の歯部４５５に作用すると、アンプルヘッド係合要素
４３４の後退（すなわち、図９(a)や１０(a)の図示における左方への移動）が妨げられる
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。しかし、本実施形態においては、解放要素４２０が空洞４５２内に少し緩く設置されて
おり、アンプルヘッドがアンプル受容スペースに挿入されると、アンプルヘッドは、上方
に向かう小さい力をアンプルヘッド係合要素４３４に付与することが理解されるであろう
。この力は、下方に突出する歯部４２２を、上方に突出する１個以上のラチェット状の歯
部４５５から離れる方向に、両者が相互に作用しないように持ち上げるのに充分である。
このように、アンプルヘッド係合要素４３４の後退は、アンプルヘッドの挿入中には妨げ
られない。しかし、開封動作中においては、アンプルヘッドは、下方に向かう反力の成分
をアンプルヘッド係合要素４３４に付与し、したがって、下方に突出する歯部４２２は、
上方に突出する１個以上のラチェット状の歯部４５５と相互に作用する。このように、ア
ンプルヘッド係合要素４３４の後退は、開封動作中には妨げられる。
【００７３】
　下方に突出する支点４２７が、軸上における操作部４２２とラチェット状の歯部４２２
との間において、解放機構４２０に設けられる。したがって、操作部４２２が利用者の親
指で下方に押されると、ラチェット状の歯部４２２はラチェット状の歯部４５５から離れ
る方向に持ち上げられ、解放要素４２０は、歯部４２２，４５５からの抵抗がない状態で
移動し得る。これによって、アンプルヘッドの容易な解放／排出が可能となる。本実施形
態において、後退制限機構は、利用者による他の操作を必要とせず、利用者が装置を操作
する時に必要に応じて動作することが理解されるであろう。
【００７４】
　図１２は、別の後退制限機構を持つ形態５００を図示する。その後退制限機構において
は、利用者が解放部材５２３を押し下げた場合を除き、アンプルヘッド係合要素５３４が
後退することは概ね妨げられる。形態５００は、多くの点で形態４００に類似し、対応す
る部分を示すために同じ名称（ただし、最初の数値が４ではなくて５であるから、参照番
号は異なる）が使用される。解放部材が押し下げられた場合を除いてアンプルヘッド係合
要素の後退を防止または制限する多くの方法があることは明らかであり、任意の適切な変
形が利用され得る。
【００７５】
　形態５００において、解放部材５２３は、解放要素５２０の操作部５２２に設けられる
。キャッチ部材５２４は、解放要素５２０に装着され、バネ５２８によって下方に付勢さ
れ、空洞５２１に設けられた複数の窪み（indentations）５５１のひとつに係合し、解放
部材５２３が押されていない場合に解放要素５２０の後退を妨げる。解放部材５２３が押
されると、解放部材５２３に連結されたキャッチ部材５２４は上方に移動するとともに窪
み５５１から取り出されて、解放要素５２０の移動とアンプルヘッド係合要素５３４の後
退とが可能となり、アンプルヘッドの解放および排出が許可される。
【００７６】
　図１４(a)から１４(f)は、図９から１３に図示されたタイプの装置の動作を概略的に図
示する。
【００７７】
　図１４(a)は、アンプルの挿入前の装置を示す。図１４(b)は、アンプルヘッドが部分的
に装置に挿入された状態の装置およびアンプルを示す。図１４(c)は、アンプルの開封の
直前にアンプルヘッドが装置内に挿入された状態の装置およびアンプルを示す。図１４(d
)は、アンプルの開封の直後における装置およびアンプルを示す。図１４(e)は、装置内に
保持された取り外し済みのアンプルヘッドを示す。図１４(f)は、取り外されたアンプル
ヘッドが装置から解放／排出された直後における装置および取り外し済みのアンプルヘッ
ドを示す。
【００７８】
　Ａで示される矢印は、解放要素に作用する付勢力を示す。Ｂで示される矢印は、アンプ
ルおよび／またはアンプルヘッドの移動の方向を示す。Ｃで示される矢印は、アンプルヘ
ッドが挿入されるときの解放要素の移動の方向を示す。Ｄで示される矢印は、アンプルの
開封動作中に、アンプルヘッド係合要素および解放要素の望ましくない後退を防ぐために
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、利用者の親指によって、（後退制限機構が含まれないまたは充分でない幾つかの変形例
において）加えられ得る力を示す。Ｅで示される矢印は、アンプルの開封動作の最中また
は直後にアンプルに対して装置が移動し得る方向を示す。Ｆで示される矢印は、利用者の
親指によって操作部に加えられる力と、アンプルヘッド（矢印Ｇ）を解放／排出させるた
めの解放要素の移動の方向とを示す。
【００７９】
　図１５は、使用中に装置上にある利用者の親指７１と指７２，７３，７４，７５との相
対的な位置を一例として示す。
【００８０】
　図１６(a)および１６(b)は、開封の直前に、異なるサイズのアンプルのヘッドを収容す
る、図９から１３に図示されたタイプの装置を示す。
【００８１】
　前掲の用語は説明を目的とするものであって、限定としてみなされるべきでないことは
、理解されるであろう。
【００８２】
　前述の複数の実施形態は、発明を例示することを意図したものであり、本発明の範囲が
、説明および図示された細かい構造や動作に限定されず、後述のクレームのみによって規
定されることは、理解されるであろう。
【００８３】
　後述のクレームおよび前述の本発明の説明においては、明示または否定し得ない暗示に
伴って文脈が別の解釈を必要とする場合を除いて、「具備する（comprise）」という文言
や（"comprises"や"comprising"といった）変形は包含的（inclusive）な意味に、すなわ
ち、記述された特徴の存在を示すためであって、本発明の様々な形態における更なる特徴
の存在や追加を排除するためではなく、使用される。
【００８４】
　ここでは先行技術の刊行物を参照したが、この参照によっては、これらの文献の何れか
が、オーストラリアや他の任意の国における当該分野で広く知られた一般的な知識の一部
を構成する、と認めたことにはならない。
【符号の説明】
【００８５】
１，１００，２００，３００，４００，５００，６００……アンプル開封器、５０……ア
ンプル、
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【図８（ａ）】



(20) JP 5085647 B2 2012.11.28

【図８（ｂ）】 【図８（ｃ）】

【図９（ａ）】

【図９（ｂ）】

【図１０（ａ）】

【図１０（ｂ）】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４（ｆ）】

【図１５】

【図１６（ａ）】

【図１６（ｂ）】
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